
大和市告示第１１号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定により市道の路線を次のとおり認定し、同法

第１８条第１項の規定により次のとおり道路の区域を決定し、及び同条第２項の規定により平成

３０年１月２２日から供用を開始する。なお、関係図面は、本市都市施設部土木管理課において、

同日から２週間（ただし、日曜日及び土曜日を除く。）の一般の縦覧に供する。 

平成３０年１月２２日 

大和市長 大 木   哲   

 

 

路 線 名 起   点 終   点 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 
重要な 
経過地 

中央林間１２８

号 

中央林間三丁目４１７４

番４９ 

中央林間三丁目４１７４

番２８ 

５．００ ９１．１１ 

  

下鶴間２２５号 下鶴間字乙二号１８４４

番５ 

下鶴間字乙二号１８４４

番４ 

５．００ ６３．６０ 

  

南林間１６３号 南林間七丁目３６６１番

２７ 

南林間七丁目３６６１番

２５ 

４．００ ４２．０７ 

  

西鶴間２０２号 西鶴間四丁目３４４７番

３３ 

西鶴間四丁目３４４６番

２５ 

４．００ ３６．１２ 

  

上草柳２１７号 上草柳八丁目１５６４番

１ 

上草柳八丁目１５６４番

１ 

６．００ 

～６．０１ 

２８４．０２ 

  

上草柳１８６号 上草柳八丁目１５６４番

５ 

上草柳八丁目１５６４番

５ 

５．０２ ６０．２１ 

  

上草柳１８８号 上草柳九丁目１６０１番

１７ 

上草柳九丁目１５９８番

３４４ 

６．００ 

～６．０１ 

１２３．０８ 

  

上草柳１９０号 上草柳九丁目１５９８番

３４４ 

上草柳九丁目１５９８番

３４４ 

６．００ ９２．２８ 

 

下福田３３６号 福田字甲七ノ区１７４１

番１９ 

福田字甲七ノ区１７４１

番１９ 

４．５０ ６８．６７ 

  
下福田３３８号 福田字甲七ノ区１７２９

番３０ 
福田字甲七ノ区１７２９

番３０ 
４．５０ ６２．１２ 

 
下福田３４０号 福田字甲七ノ区１７１６

番６ 
福田字甲七ノ区１７１６

番６ 
４．５０ 

～４．５１ 
５３．３３ 

 


